
田方分校では、新たに示された指針に沿って、５月 11日（木）より 

以下のようなコロナ対応を行います。御理解と御協力をお願いいたします。 

 ５月 11日（木）からのコロナ対応 

＜登下校時＞ 

・登下校時に混雑したバスや電車を利用する際は、マスクの着用を推奨します。 

＜校内外での学習や生活時＞ 

・マスクの着用は求めないことを基本とします。 

・換気や手洗い、咳エチケットなどの指導を引き続き行います。 

＜家庭との協力・連携＞ 

・毎朝の検温など、家庭と連携した健康観察を継続します。 

・生徒に発熱やのどの痛み、咳などの症状がある場合は自宅休養をお願いします。また、

登校後に同様の症状が見られた場合には、早退し症状がなくなるまでは自宅休養をお願

いします。これらの場合、医療機関への受診をお願いします。 

・医療機関受診後には、学校への連絡をお願いします。 

・風邪症状での自宅休養の場合や新型コロナワクチンの副反応については、出席停止とせ

ず欠席扱いとします。 

・生徒は、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には出席停止となります。 

・濃厚接触者の特定は行いません。 

・新型コロナワクチン接種を受ける場合にも出席停止となることがありますので御相談

ください。 

登校可能になるまでの流れ 

状況 生徒が罹患し、症状がある場合 生徒が罹患し、無症状の場合 

出席停

止期間 

発症日の翌日から５日間を経過し、かつ症状が

軽快後１日を経過するまで。 

検体を採取した日の翌日から５日間を経過

するまで。 

早見表 ＜症状がある場合＞ 

発 停 停 停 停 停    出 

症 止 止 止 止 止    席 

日 １ ２ ３ ４ ５    〇 

※ 軽快後１日を経て  

   ※解熱剤を使用せずに解熱し、 

呼吸器症状が改善傾向にある。 

＜無症状の場合＞ 

検 停 停 停 停 停 出 

体 止 止 止 止 止 席 

採 １ ２ ３ ４ ５ 〇 

取  

  日 

・出席停止解除後、発症から 10日を経過するまではマスクの着用を推奨します。 

・出席停止解除に関する手続きについて書類を配布します。また、伊豆田方分校ホームペ   

ージ内「ダウンロード」ページに掲載しますので御確認ください。 

・感染流行時には、活動場面に応じて上記以外の感染対策を講じることが考えられます。 


